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１. 対象大会、期日、会場について 

1) 第６９回中国高等学校柔道大会岡山県予選会 

期 日： 令和４年４月２３日（土）～２４日（日） 

会 場： 玉野スポーツセンター 

 

2) 第６１回岡山県高等学校総合体育大会柔道競技 

兼第７１回全国高等学校柔道大会岡山県予選会 

 期 日： 令和４年６月４日（土）～５日（日） 

会 場： 玉野スポーツセンター 

 

3) 第７２回岡山県高等学校柔道優勝大会 

      兼令和４年度岡山県高等学校新人柔道大会 

兼第２３回中国高等学校新人柔道大会岡山県予選会 

 期 日： 令和４年１０月２８日（金）～２９日（土） 

会 場： 倉 敷 武 道 館 

 

4) 第４５回高等学校柔道選手権大会 岡山大会 

期 日： 令和５年１月２１日（土）～２２日（日） 

会 場： 倉 敷 武 道 館 

 

２. 試合会場について 

試合会場は３２畳及び４０．５畳とし、４試合場及び３試合場を設置する。また、試合場には団体

戦においては次の試合のチーム、個人戦では５試合先の選手のみ待機できる。試合場内の係員の席は

必要最低限とする。 

 

３. 入場制限について 

1) 無観客 

保護者を含め、観客の入場は認めない。 

2) 入場を認める参加者（出場校関係者） 

中国大会予選 県総体 

団体戦もしくは個人戦に出場する選手、出場校監督、引率教員、各校柔道部に所属する生徒 

新人戦 選手権予選 

団体戦もしくは個人戦に出場する選手、出場校監督、引率教員、各校柔道部に所属する１・２年

生の生徒 

3) 入場を認める大会関係者（報道関係者等） 

大会競技役員以外は原則入場を認めない。ただし、あらかじめ大会事務局に申請があり、事務局

の許可を得た者のみ、入場を認める。その際は事務局が定める新型コロナウイルス感染症の感染

拡大防止対策を必ず遵守することを条件とする。遵守できない者は、退場を求める。 
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４. 新型コロナウイルスの感染検査（ＰＣＲ検査）の実施について 

会場に入る全ての参加者に対し、現時点ではＰＣＲ検査の陰性証明書の提出を求めることはない。

しかし、今後の感染状況次第によっては、変更等の措置をとる可能性もある。なお、その際の検査の

費用は選手・出場校等で負担すること。事務局は負担しない。 

 

５. 健康記録票の提出及び練習の制限、検温の実施について 

1) 「健康記録票」等の提出 

全ての参加者（選手、監督、引率教員等 以下参加者とする）及び大会関係者に入場時、「健

康記録票」「大会参加同意書」の提出を求める。 

2) 検温の実施 

全ての参加者及び大会関係者に入場時、検温を実施する。 

3) 参加のとりやめ 

「健康記録票」「大会参加同意書」等の提出に不備がある場合、また、記載内容に問題がある

場合、検温にて異常が認められた場合は、事務局の判断により、大会への参加を認めない。 

 

６. 参加者の入場（受付）及び試合前の練習について 

1) 大会当日の入場（受付） 

大会当日の参加者の入場（受付）は来場した順に行う。当日の混雑をさけるため、入館許可証

は事前に各校へ配布し、準備しておくこと。 

2) 試合前の練習 

試合前の調整練習については、グループごとに時間を設定し、人数を制限したうえで実施す

る。なお、調整練習時間については１日目、２日目ともに以下のとおりとする。 

① 備前地区    ８：３０～９：００  ９：３０～１０：００ 

② 備中・美作地区 ９：００～９：３０ １０：００～１０：３０ 

3) 選手の更衣場所 

選手の更衣場所は以下のとおりとする。 

① 玉野スポーツセンター 

  【男子】柔道場（備前地区） ミーティングルーム（備中・美作地区） 

  【女子】卓球場 

② 倉敷武道館 

  【男子】剣道場 

  【女子】館内女子更衣室 

 

4) 待機場所 

入場後及び試合終了後の待機場所は、試合場外のフロアか更衣場所とする。試合場内には試合

者および試合が近い者以外は立ち入らないこと。 
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７. マスク着用について 

全ての参加者及び大会関係者に常時マスク着用を義務付ける。ただし、試合を行う選手について

は、これを除外する。 

 

８. 手指消毒及び周辺施設等の消毒について 

1) 入場時の手指指導 

全ての参加者及び大会関係者は、入場時に手指の消毒を行う。 

2) 入場後の手指消毒及び周辺施設等の消毒 

入場後、会場内においても適宜手指消毒を行うよう指導する。消毒液は試合場各所に設置す

る。また、共用する施設については、係員が適宜巡回のうえ消毒を行う。 

3) 試合前後の消毒 

試合をする選手は、試合前後に手指消毒を行う。 

4) 試合会場（畳）の消毒 

定期的に試合会場（畳）の消毒を行う。 

 

９. 身体的距離の確保等について 

身体的距離を確保しての会場配置や参加者の動線等について、感染防止に配慮するとともに、参加

者には、常時適切な身体的距離を確保し、行動するよう指導する。 

 

１０. 試合前、試合中及び試合後の選手、監督の行動について 

1) 試合前 

① 選手は、個人戦においては自身の試合の５試合前、団体試合においては自校の１試合前に試合場

付近で待機する。 

② 審判員から、目視にて柔道衣コントロールを受けること。 

③ 各自手指消毒を行うこと。 

④ 選手は試合開始前、試合場に移動後、マスクを外し、入館許可証とともに監督に預け、畳に上が

ること。 

2) 試合中 

① 会場内において、大きな声での会話や応援等をしないこと。特に試合中の監督による大声での指

示や指導は禁止とする。 

② 団体戦においては、試合開始及び終了時の整列時に選手はマスクを着用すること。また、試合を

している選手以外はマスクを着用すること。 

3) 試合後 

① 試合終了後、速やかに試合場外へ退場すること。ミーティング等は密を避けて実施すること。 

② 帰宅後、柔道衣・用具の消毒等を行うこと。 

 

１１. 開会式、表彰式について 

開会式については、参加生徒の距離を取りながら、マスク着用のうえ、整列し簡略化して実施す
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る。表彰式については、個人戦は各階級ベスト４以上、団体戦については上位４校（新人戦男子のみ

６校）を表彰する。 

 

１２. 柔道衣コントロールについて 

1) 柔道衣コントロール 

各試合前に審判員が目視で確認をする。疑義が生じた場合は、各試合場において審判員が測定

器具を用いて検査を行う。選手・監督は規格に適合しているか、事前に確認すること。 

2) 紅白帯 

紅白帯について、各自が紅白それぞれの帯を持参する。感染防止の観点から、事務局では準備

しない。 

 

１３. 審判、監督、引率教員打合せについて 

1) 日程 

全ての大会について、１日目、２日目ともに 10:30から試合場にて行う。 

2) 実施方法 

出場校の監督のみが参加し必要最低限の伝達を行う。資料は当日の引率教員受付で配布する。 

 

１４. 計量について 

1) 日程 

個人戦の計量については、大会 1日目団体戦終了後の 15:30～16:30とする。団体戦の終了が

早まった場合は計量開始時間を早めるが、終了は 16:30 とする。団体戦については選手権予選

女子のみで実施するが、8:30～9:00までとし、チーム全員でそろって計量すること。 

2) 実施方法 

選手は手指や足裏の消毒を行い、役員は器具の消毒を行うこと。また、密にならないように指

導する。なお、時間内であれば何度でも計量可能とする。 

 

１５. 感染防止対策の周知徹底について 

1) 大会参加者 

① 事務局から、出場校の学校長あてに、基本方針及び具体的な感染拡大防止対策を通知し、大

会参加者に周知徹底するよう指導を依頼する。 

② 大会当日の引率教員打合せにて、感染拡大防止対策の遵守すべき事項について説明し、全て

の参加者に周知徹底するよう指導する。 

2) 大会役員（審判員、競技役員、救護班） 

審判・競技役員に基本方針及び具体的な感染拡大防止対策を通知する。 

3) 報道関係者等 

① 入場するにあたり、基本方針及び具体的な感染拡大防止対策について、確認同意のもと、入

場することを条件とする。 

② 入場時、感染防止対策を徹底するよう指導する。 
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4) その他 

① 試合場内での水分補給以外の飲食は禁止とする。飲食する際は、周囲の人となるべく距離を

とり、対面を避け、会話を控える用指導する。飲料については、ペットボトル・ビン・缶や

使い捨ての紙コップを使用し、共用はしないこと。 

② タオルの共有はしないこと。 

③ 各自が責任を持ってごみの持ち帰ること。 

④ 試合場内のドアを開放し、場内の換気に努めること。 

⑤ 感染防止のための実施すべき事項や参加者が遵守すべき事項について、適切な場所に提示

する。定期的に感染防止について注意喚起の放送を行う。各事項が適切に遵守されている

か、会場内を定期的に巡回・確認をする。 

 

１６. 感染者が発生した場合の対応について 

1) 大会前日より７日前以降 

大会前日より７日前以降、新型コロナウイルス感染症の感染者・検査により陽性となった者及

び、濃厚接触者と認定されている者の大会会場への入場及び試合への出場を認めない。また、所

属柔道部内及び家庭や寮など同居する人、身近な知人に感染者のいる者の大会会場への入場及

び試合への出場は認めない。 

なお、大会前日より７日前以降、所属柔道部内及び家庭や寮など同居する人、身近な知人に濃

厚接触者が出た場合については、参加者の大会会場への出場については、事務局で協議し、決定

する。 

2) 大会当日 

① 大会入場（受付）時、「健康記録票」及び検温において、異常が認められた場合は、大会会

場への入場を認めない。また、当該チームの大会会場への入場及び試合への出場について

は、協議のもと参加の可否を決定する。 

② 大会中に発熱等の症状を訴える者を確認した場合、退場を求める。 

3) 大会後 

① 大会参加者及び関係者は、大会終了後 10日以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場

合、大会実行委員会に対して速やかに報告すること。 

② 大会参加者が発症した場合は、当該校の引率責任者は、報告書を作成し、大会事務局に提出

すること。 

 

１７. 学級閉鎖等期間中における大会への参加について（事務連絡資料参照） 

保健所の見解により学級閉鎖が解除される前や、学級閉鎖期間（最終接触日の翌日から４日間が目

安）が終了する前であっても、校長が特に認める場合は、抗原定性検査（以下、「検査」という）を

参加する当日の朝ごとに行った上で、陰性の結果が確認された場合に限り、大会への参加を可能とす

る。検査結果については校長あてに提出する別紙様式のコピーを事務局に提出する。 

検査実施の注意事項については事務連絡資料参照。 
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(※ 事務連絡資料) 
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